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第 1 章 計画の基本事項 

 

１ 計画策定の趣旨                          

  ●一関市では、平成 18 年 3 月に「障害者の偏見と差別をなくす宣言」が一関市議会で決議され、障

がいのある人の人権に配慮し、住み慣れた地域でその人らしい暮らしを実現させることの実現を目

指して多様な施策の推進に取り組んでおります。 

平成１９年３月には、障がいの有無に関わらず、市民一人ひとりが相互に人格と個性を尊重し支え

合う、共生・協働の社会を構築していくことを基本理念とした「第１期一関市障がい者福祉計画」

を策定し、障がい者施策の推進を図ってきました。 

 

●「一関市障がい者福祉計画」は、障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）に基づく「障害者計画」

と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号、

以下「障害者総合支援法」という。）に基づく「障害福祉計画」を一体的に策定しているもので、 

 「障がい者福祉計画」については 6 年ごと、「障がい福祉計画」については３年ごとに見直しを行

ってまいりました。 

 

 ●平成 30 年３月には、「第３期一関市障がい者福祉計画」と「第５期一関市障がい福祉計画」とし

て見直しを図るとともに、児童福祉法（平成 22 年法律第 164 号）の改正により、市町村障害児

福祉計画の策定が義務付けられたことから、障害児通所支援などの見込み量を定める「第 1 期一関

市障がい児福祉計画」もあわせて策定し、一関地区障害者地域自立支援協議会との連携のもと、相

談支援の充実や福祉施設入所者等の地域生活移行や就労支援について重点的に取り組んできたと

ころです。 

   

●このたび、「第５期一関市障がい福祉計画」及び「第１期一関市障がい児福祉計画」の計画期間が

令和２年度末で終了を迎えるため、国や県の障がい者施策の動向を踏まえながら地域の実情に応じ

た障がい福祉施策を総合的に推進するために、「第６期一関市障がい福祉計画」と「第２期一関市

障がい児福祉計画」を策定するものです。  
●本市では、平成 27 年 9 月の国連サミットにおいて採択された、ＳＤＧｓ（エスディージーズ：持

続可能な開発目標）の「誰一人取り残さない」という基本理念のもと、誰もが居場所と役割を持ち

活躍できる持続可能な地域社会の実現に向けた取り組みを進めており、「第６期一関市障がい福祉

計画」と「第２期一関市障がい児福祉計画」においても、この基本理念を踏まえ、持続可能な障が

い福祉施策を推進してまいります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、従来型の生活

様式から「新しい生活様式」への転換が迫られていることから、障がい者福祉施策についても、ICT

（情報通信技術）の活用など新しい視点での見直しを進めてまいります。 
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２ 計画の位置づけ                           

  

 ●「障がい福祉計画」と「障がい児福祉計画」の法定上の位置づけは、次のとおりです。 

  〇障がい福祉計画（障害者総合支援法 第 88 条第１項） 

   ⇒障がい福祉サービス及び地域生活支援事業等の提供体制の整備と、円滑な事業実施を確保する

ため、国の指針に沿って策定する計画です。 

  〇障がい児福祉計画（児童福祉法 第 33 条の 20 第１項） 

   ⇒障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の整備と、円滑な事業実施を確保するため、国

の指針に沿って策定する計画です。 

 

 ●計画の策定にあたっては、市の保健福祉分野の基本計画である「一関市地域福祉計画」の理念のも

と、「一関市総合計画」や「岩手県障がい者プラン」との整合性を図るとともに、個別計画である

「一関市第２期こども・子育て支援事業計画」など関連計画と連携を図り策定されるものです。 

 

 

 

３ 計画の期間                            

 

 ●「第６期一関市障がい福祉計画」と「第２期一関市障がい児福祉計画」の計画の期間は、令和３年

度（2021 年度）から令和 5 年度（2023 年度）までの３年間とします。 

  

 27 年度 

（2015） 

28 年度 

（2016） 

29 年度 

（2017）

30 年度 

（2018）

元年度 

（2019）

２年度 

（2020）

3 年度 

（2021） 

4 年度 

（2022） 

5 年度 

（2023）

一関市障

がい者福

祉計画 

   
一関市障
がい者プ
ラン
2018 

     

         

一関市障

がい福祉

計画 

         

一関市障

がい児福

祉計画 

         

第４期計画 第５期計画 第６期計画 

第１期計画 第２期計画 

第２期 H24～H29 年度 

まで６年間 

第３期 H30～R5 年度まで 6年間 
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４ 計画の点検・評価と見直し                        

  ●この計画の推進に当たっては、計画の実効性を確保するため、PDCA サイクルに基づき、一関地区

障害者地域自立支援協議会において、計画の進捗状況の点検及び評価を行うとともに、計画(Plan), 

実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクルの着実な実行に努めます。 

 

 ●また、現在進められている国の制度改革の動向を踏まえ、新たな障がい者制度に対応できるよう必

要に応じ、中間見直しを行います。 

 

 

 「ＰＤＣＡサイクル」に基づく、計画の評価・点検  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・一関市障がい者プランの計画策定にあたっての基本的考え方及び達成すべき目標 

・サービス提供体制に関する見込量の設定の方法 

 

・「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設定。 

・障がい福祉サービスの見込量。その他確保方策等定める。 

 

・中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認

めるときは、計画の変更や事業の見直し等を実

施する。 

 

・計画の内容を踏まえ、事業を実施する。

 

・成果目標及び活動指標について、１年に１回その実績を

把握し、障がい者施策や関連施策の動向も踏まえながら、

障がい者（児）福祉計画の中間評価として分析・評価し公

表に努める。 

計画（Plan）

評価（Check）

基本指針 

改善（Act） 
実行（Do） 
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第２章 障がい者（児）をとりまく状況 

 

１ 障がい者（児）の定義                         

 

 本計画の障がい者（児）の定義は以下のとおりです。 

 

 ■障がい者とは 

   身体障がい者、知的障がい者、又は、精神障がいがあるため継続的に日常生活また社会生活に相

当な制限をうける者。〔障害者基本法 第 2 条〕 

 

 ■身体障がい者とは 

   視覚障がい、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・

ぼうこう・直腸・小腸等の内部機能の障がいが永続する 18 歳以上の者で、都道府県知事から身体

障害者手帳の交付を受けた者。〔身体障害者福祉法 第 4 条〕 

 

 ■知的障がい者とは 

   知的機能の障がいが発達期（概ね 18 歳まで）に現れ、日常生活に支障が生じているため、何ら

かの特別な援助を必要とする状態にある者。 

 

 ■精神障がい者とは 

   総合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質、その他の精

神疾患を有する者。〔精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第 5 条〕 

 

■障がい児とは 

身体に障がいがある児童、知的障がいがある児童又は精神に障がい（発達障害者支援法に規定す

る発達障がい児を含む。）のある児童。または障害者総合支援法に規定する難病の児童。 

〔児童福祉法 第 4 条〕   
２ 障がい者手帳所持者と総人口の推移                  

 

 手帳の種類別では、身体障がいが最も多くなっています。また、手帳所持者総数の推移では、令和元

年度現在７，５５９人で、年度によって増減がありますが、平成 27 年度と比較すると 99 人の減とな

り、やや減少傾向にありますが、総人口も減少している背景もあり、人口に対する手帳所持者の割合の

推移を見ると概ね６％台で推移しており、大きな変化は見られません。（表１） 
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【表１】 障がい者手帳保持者と総人口の推移 （単位：人・％） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

身体障害者手帳 ５，５４３ ５，４４９ ５，２４８ ５，１３０ ５，１００

療育手帳（知的障がい） １，２２９ １，２５１ １，２６５ １，２９０ １，３０５

精神障害保健福祉手帳 ８８６ ８９４ １，１０１ １，０８６ １，１５４

手帳所持者合計 ７，６５８ ７，５９４ ７，６１４ ７，５０６ ７，５５９

総人口 １２２，９１９ １２１，４１１ １１９，６５５ １１７，８１４ １１５，８１２

 割  合 ６．２３ ６．２５ ６．３６ ６．３７ ６．５３

（人口は各年度 10 月 1 日現在） 資料：一関市 

 

 

３ 障がい者手帳所持者数の推移                     

 

 ①身体障がい者（児）の状況   令和元年度末現在の身体障害者手帳所持者数は、５，１００人で、平成 27 年からの５年間の推移

をみると、やや減少傾向にあります。（表２） 

  令和元年度末の年齢構成別では、１８歳未満が全体の 1．9％、１８歳以上は全体の 2２．４％、

また６５歳以上は全体の 7５．７％を占めています。（表２）  

  障がい等級別に見ると、令和元年度末現在では「1 級・2 級」の重度障がい者が全体の 4５．２％

となっています。過去５年間と比較して、どの等級においてもほぼ横ばい傾向にあります。（表３） 

  障がい種別では、肢体不自由が全体の 5６．０％と半数以上を占め、以下、内部障がい、視覚障が

い、聴覚・平衡機能障がいの順となっており、平成２７年度以降、同様の傾向となっています。（表

４） 

 

【表２】 年齢別身体障害者手帳所持者数の推移 （各年度末現在  単位：人） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

１８歳未満 
９８ 

（１．８） 

９０

（１．６）

９１

（１．７）

９０

（１．８）

９７ 

（１．９） 

１８歳～６４歳 
1，３４６ 

（２４．３） 

１，３２２

（２４．３）

１，２３２

（２３．５）

1，１９１

（２３．２）

１，１４２ 

（２２．４） 

６５歳以上 
４，０９９ 

（７３．９） 

４，０３７

（７４．１）

３，９２５

（７４．８）

３，８４９

（７５．０）

３，８６１ 

（７５．７） 

合   計 ５，５４３ ５，４４９ ５，２４８ ５，１３０ ５，１００ 

（  ）内は各年度の合計に対する比率（％） 資料：岩手県 
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【表３】 等級別の身体障害者手帳所持者数の推移 （各年度末現在  単位：人） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

１級（重度） 
   １，６６３ 

（３０．０） 

１，６３６

（３０．０）

   １，６０８

（３０．６）

１，５７７

（３０．７）

１，５８７ 

（３１．１） 

２級（重度） 
８３１ 

（１５．０） 

８０１

（１４．７）

７４６

（１４．２）

７２２

（１４．１）

７２０ 

（１４．１） 

３級（中度） 
８７１ 

（１５．７） 

８５２

（１５．６）

７９７

（１５．２）

７６９

（１５．０）

７６２ 

（１５．０） 

４級（中度） 
１，２８０ 

（２３．１） 

 １，２７４

（２３．４）

１，２５３

（２３．９）

 １，２４４

（２４．２）

 １，２３３ 

（２４．２） 

５級（軽度） 
５５５ 

（１０．０） 

５４３

（１０．０）

５１８

（９．９）

５０２

（９．８）

４９１ 

（９．６） 

６級（軽度） 
３４３ 

（６．２） 

３４３

（６．３）

３２６

（６．２）

３１６

（６．２）

３０７ 

（６．０） 

合   計 ５，５４３ ５，４４９ ５，２４８ ５，１３０ ５，１００ 

（  ）内は各年度の合計に対する比率（％） 資料：岩手県 

 

【表４】 障がい種類別の身体障害者手帳所持者数の推移 （各年度末現在  単位：人） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

視覚障がい ４５５ ４４５ ４２０ ３９５ ３７９ 

聴覚・ 平衡機能

障がい 
４１７ ４２９ ４２５ ４１１ ４０８ 

音声・言語・そし

ゃく障がい 
５９ ５９ ５５ ５４ ５３ 

肢体不自由 ３，２３０ ３，１４１ ２，９９２ ２，９０４ ２，８５４ 

内部障がい※ １，３８２ １，３７５ １，３５６ １，３６６ １，４０６ 

合  計 ５，５４３ ５，４４９ ５，２４８ ５，１３０ ５，１００ 

※内部障がい・・心臓、じん臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、肝臓障がいが含まれる。 資料：岩手県   
 ②知的障がい者（児）の状況 

 

  知的障がい者（児）の療育手帳所持者は、令和元年度末現在１，３０５人で、平成 27 年度からの

5 年間の推移をみると、増加傾向にあります。（表５） 

  等級別にみると、「Ａ」は全体の 30．7％、「B」は 69．3％となっています。また、「A」「B」手

帳保持者数の全体の約 12．６％が１８歳未満です。（表６） 
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【表５】 程度別療育手帳所持者数の推移 （各年度末現在  単位：人） 

        平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

Ａ（重度） 
４０２ 

（３２．７） 

４０１

（３２．１）

４００

 （３１．６）

４０２

（３１．２）

４００ 

（３０．７） 

Ｂ（中軽度） 
８２７ 

（６７．３） 

８５０

（６７．９）

８６５

（６８．４）

８８８

（６８．８）

９０５ 

（６９．３） 

合  計 １，２２９ １，２５１ １，２６５ １，２９０ １，３０５ 

（  ）内は各年度の合計に対する比率（％） 資料：岩手県 

 

【表６】 令和元年度程度別・年齢別療育手帳交付状況 （単位：人） 

 １８歳未満 １８歳以上 計 

Ａ（重度） ４６ ３５４ ４０１

Ｂ（中軽度） １１９ ７８６ ９０５

計 

（割合） 

１６５ 

（１２．６） 

１，１４０

（８７．４）

１，３０５

（１００）

（  ）内は合計に対する割合（％） 資料：一関市 

 

 

③精神障がい者の状況 

 

  精神障がい者については、精神障害者保健福祉手帳所持者と自立支援医療（通院公費負担）の受給

状況により把握しています。精神障害者保健福祉手帳所持者の数は、令和元年度末現在１，１５４

人で、平成 27 年度と比較すると 268 人の増加となっており、等級別では１級が全体の 30．0％、

２級が 57．4％、３級が 12．6％の割合となっています。（表７） 

   精神障がい者の自立支援医療（通院公費負担）の受給者は、令和元年度末で１，８１６人となり、

年々増加傾向にあります。（表９） 

 

【表７】 精神障害者保健福祉手帳保持者数の推移 （各年度末現在  単位：人） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

１級 
３３５ 

（３７．８） 

３３５

（３７．５）

４０９

（３７．２）

３６３

（３３．４）

３４６ 

（３０．０） 

２級 
４４１ 

（４９．８） 

４４９

（５０．２）

５５４

（５０．３）

５９２

（５４．５）

６６３ 

（５７．４） 

３級 
１１０ 

（１２．４） 

１１０

（１２．３）

１３８

（１２．５）

１３１

（１２．１）

１４５ 

（１２．６） 

計 ８８６ ８９４ １，１０１ １，０８６ １，１５４ 

 （  ）内は各年度の合計に対する比率（％） 資料：一関市 
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※１【難病患者】  

「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく指定難病患者。令和元年７月現在 333 疾病が指定されて 

います。 

【表８】 令和元年度等級別・年齢別精神障害者保健福祉手帳保持者数 （年度末現在 単位：人） 

 20 歳未満 
20 歳～65 歳 

未満 
65 歳以上 計 

１級 １７ ２２５ １０４ ３４６ 

２級 ２５ ５３１ １０７ ６６３ 

３級 ７ １２８ １０ １４５ 

計 

（割合） 

４９ 

（４．２） 

８８４

（７６．６）

２２１

（１９．２）

１，１５４ 

（１００） 

 （  ）内は合計に対する割合（％） 資料：岩手県 

 

【表９】 自立支援医療受給者証交付状況の推移 （各年度末現在  単位：人 ）  

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

自立支援医療 １，６３７ １，６７４ １，７５２ １，６８１ １，８１６

資料：一関市 

 

 

④難病患者の状況 

 

  難病患者数（医療受給者数）※1 は、令和元年度末現在１，０５４人となっています。対象疾病の

追加や医療の進歩等により患者数は年々増加しており、平成 27 年度と比較すると 69 人の増となっ

ています。（表 10） 

  難病患者に対する支援は、国・県による原因究明や治療法の開発等又は医学・療養面からの支援、

障害者総合支援法の福祉サービスの利用に加え、福祉サービスの対象外となる方々に対しては「生活

の質」の向上という視点から居宅生活支援事業を行っています。 

 

【表１０】 難病患者（医療受給者数）の推移 （各年度末現在 単位：人） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

総 数 ９８５ ９９８  １，０６０ １，０１９ １，０５４ 

  資料：岩手県 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

第２部 

第６期障がい福祉計画 
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第１章 障がい福祉計画について  
１ 基本方針  

●「第６期障がい福祉計画」は、障害者総合支援法第 88 条の規定に基づく「市町村

障害福祉計画」として、本市における障がい福祉サービス及び地域生活支援事業等

の提供体制の整備と、円滑な事業実施を確保するため、国の基本的な指針に沿って

策定します。 

●具体的な目標値や必要なサービスの見込み量については、国の基本指針「障がい福

祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」

に基づき、地域の実情を勘案しながら設定します。 

 

２ 基本的理念 

 

●市民が、障がいの有無や程度にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえ

のない個人として尊重し、共に支え合い、いきいきと暮らせるよう障がい者等の自

立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念を踏まえつつ、次の点に配慮して計

画の策定にあたります。 

 

（１）障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

●障がい者等が住み慣れた地域で自らが希望する暮らしを実現するために、本人の自

己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮しながら、必要なサービスや支援を受

けることができるようサービス提供体制の整備を進めます。 

 

（２）障がいの種別によらない一元的な障がい福祉サービスの実施 

●難病患者や発達障がい者、高次脳機能障がい者を含め、すべての障がい者等に対し

て、それぞれの障がい特性を踏まえたサービスや支援が受けられるよう、障がい福

祉サービスを一元的に提供します。また、障がい福祉サービス事業所における感染

症対策の徹底と災害時の対応の強化に取り組みます。 

 

（３）地域生活移行や地域生活の継続支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供

体制の整備 

●障がい者の自立支援の観点から、病院や福祉施設から地域生活への移行や、地域生

活の継続への支援(地域定着)について、課題を掘り起こすとともにニーズを数値化

し、具体的な取組を推進します。また、就労支援等の課題に対応するため、関係機

関の連携強化を高め、情報を共有するとともに、サービス提供体制の整備と障がい

者の生活を地域全体で支える仕組みづくりに取り組みます。 

 

（４）地域共生社会の実現に向けた取組 

●障がいを理由とした不利益な取り扱いや虐待等が行われないよう、「障がい」への

理解の促進を図り、合理的配慮の提供に関する啓発を図ります。 

●すべての市民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生
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きがいをともに創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向けた仕組

みづくりや、様々な分野を超えて総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行

う包括的な支援体制の構築に取り組みます。その際、市では次に掲げる支援を一体

的に実施する新たな事業の活用も含めて検討し、体制整備に取り組みます。 

 ①属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止め、自ら対応又はつなぐ機能、多

機関協働の中核の機能及び断続的につながり続ける伴走支援を中心的に担う機能

を備えた相談支援 

②相談支援と一体的に行う、就労支援、居住支援など、多様な社会参加に向けた支     

援 

③ケアし支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能

及び住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保の機能を備えた支

援 

 

（５）障がい福祉人材の確保 

●今後、障がい者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障

がい福祉サービス等を提供していくため、各事業所や関係機関と協力しながら人材

確保と定着につながる仕組みづくりに取り組みます。 

 

（６）障がい者の社会参加を支える取組 

●地域活動をはじめ、さまざまな社会活動に障がい者等が参加しやすいよう、制度的、

心理的なバリアを取り除きながら、交流活動を促進するとともに、全ての人が安心

して暮らせるユニバーサルデザインのまちづくりに取り組みます。 

  



 

11 

 

第２章 第５期障がい福祉計画の実績について 

 

 

1 令和 2 年度末における成果目標に対する達成状況            
 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

 

●地域生活移行とは、障害者支援施設に入所している障がい者が施設を退所し、自ら

が希望する地域において必要なサービスを利用し、自宅やグループホーム、アパー

トなどで生活するものです。 

●令和 2 年度末現在の施設入所者数は、249 人であり、基準日（平成２8 年度末） 

から 18 人の増となり、当初の目標の２26 人を 23 人上回っています。 

●行動障がいを伴う重度の知的障がい者（児）等の特性から、特別に配慮された専門

的な支援を必要とするニーズが高いこと、親の高齢化に伴い在宅での支援が困難に

なる実態があることなど、施設入所の希望者は多く、国の指針に沿った目標達成が

困難な状況になっています。 

 

●目標数値の達成状況は次のとおりです。 
項   目 目標数値 実績見込 備   考 

平成２９年３月末時点入所者数 

（Ａ） 
231 人  

平成 28 年度末の障がい福祉施設入所

者数 

令和２年度末の入所者数 

（Ｂ） 
226 人 249 人 

平成 28 年度末入所者数   231 人 

平成 29 年度末入所者数   237 人 

平成 30 年度末入所者数   252 人 

令和元年度末入所見込者数 249 人 

令和２年度末入所見込者数 249 人 

【目標値】 

削減見込（Ａ）－（Ｂ） 

＊（Ａ）の２％以上削減を目標 

５人 ▲23 人 

令和２年度までに、施設を退所する者

の人数 

（国の指針:平成 28 年度末入所者の

２％以上削減） 

【目標値】 

地域生活移行者数 

＊過去の実績推移等の地域の実情

による目標 （Ａ）の４％相当） 

９人 ６人 

令和２年度までに、施設を退所し地域

移行する者の人数（国の指針:平成 28

年度末入所者の９％以上削減） 

 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

●精神障がい者および保健・医療・福祉に携わる者を含む様々な関係者が情報共有や

連携を行う体制を構築できるように、保健・医療・福祉関係者による協議の場の設

置について、計画の最終年までの協議の場の設置に向けて検討を進めましたが、設

置には至りませんでした。 
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●目標の達成状況は次のとおりです。 
 項   目 目標 実績見込 備   考 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築 

（令和 2年度末までに協議の場を設置）

設置 未設置 

国の指針に基づき、圏域（一関

市・平泉町）での協議の場の設置

に向けて検討 

 

 

（3）福祉施設から一般就労への移行等 

 

●第５期計画における福祉施設から一般就労への移行者は、令和２年度末で１人と見

込んでおり、目標数値を下回る結果となっています。 

●福祉施設での就労は日中活動の場という側面があり、各事業所においては障がい特

性に応じた支援をしていますが、一般就労への移行は容易でなく、国の指針に沿っ

た目標達成は困難な状況になっています。 

 

●目標数値の達成状況は次のとおりです。 

項   目 
目標 

数値 

実績 

見込 
備   考 

平成 28 年度における一般就労移行者数 ４人  

平成 28年度において障がい福祉

施設を退所し、一般就労した者

の数 

【目標値】 

令和２年度末の一般就労移行者数 

（Ａ） 

６人 １人 

令和２年度において障がい福祉

施設を退所し、一般就労する者

の数。（国の指針：28 年度の 1.5

倍以上） 

平成 28 年度末の就労移行支援事業利用者数 

（Ｂ） 
９人  

平成 28年度末において就労移行

支援事業を利用する者の数 

【目標値】 

令和２年度末の就労移行支援事業利用者数 
11 人 ９人 

令和２年度末において就労移行

支援事業を利用する者の数 

（国の指針：（B）の 2割以上）

平成 28 年度末の就労移行支援事所数 1 か所  

（国の指針：平成 28 年度末にお

いて就労移行率が３割以上の移

行支援事業所の数） 

【目標値】 

令和２年度末の就労移行支援事業所数 
1 か所 

 

１か所

（国の指針：令和２年度末にお

いて就労移行率が３割以上の移

行支援事業所の数 

平成 29 年度の支援開始１年後の職場定着率 63.4％ 
 

平成 29 年度末の実績見込み率 

【目標値】 

令和元年度の支援開始１年後の職場定着率 
70％ 100％

支援開始１年後の職場定着率 

※平成 30年度は事業実施の初年

度のため、目標値を設置しない。

（国の指針：支援開始１年後の

職場定着率を 80％以上） 

【目標値】 

令和２年度の支援開始１年後の職場定着率 
70％ 100％

（国の指針：支援開始１年後の

職場定着率を 80％以上） 
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（4）地域生活支援拠点等の整備 

 

●障がい者の地域生活を支援するために、多機能型拠点構想として地域生活支援拠点

等の整備について国から示されています。圏域での設置に向けて、新規整備又は機

能連携に基づく整備など整備手法や拠点の持つ機能などについて関係機関と協議を

進めましたが、設置には至りませんでした。 

 

●目標の達成状況は次のとおりです。 
 項   目 目標数値 実績見込 備   考 

地域生活支援拠点施設 

令和２年度末までの整備か所数 
1 か所 未設置 

国の指針に基づき、圏域（一関市・

平泉町）で１か所整備に向けて検討
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2 障がい福祉サービスの見込み量に対する達成状況              

 

●障がい福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき、個々の障がい者・介護者・住

居等の状況を踏まえ、介護・就労・住居・相談支援などのサービスが提供されます。 

●各サービスの達成状況は次のとおりです。 
                     （各年度末現在 単位：時間、人/月） 

①訪問系サービス 

サービス種別 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込 

居宅介護・重度訪

問介護・行動援

護・重度障害者等

包括支援・同行援

護 

時間 3,240 2,887 3,338 2,832 3,440 2,986

利用者数 220 172 250 175 280 170

訪問系サービスは、一定のニーズがあるものの実績がほぼ横ばいであることから、

サービス提供事業所の人員不足等により限られた日数、時間での利用にとどまってい

る実態が伺えます。 

 
（各年度末現在 単位：日数、人/月） 

②日中活動系サービス 

サービス種別 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込 

生活介護 
日数 7,258 7,194 7,476 7,285 7,700 7,443

利用者数 394 385 418 389 443 387

自立訓練 

（機能訓練） 

日数 40 0 40 12 40 14

利用者数 2 0 2 1 2 1

自立訓練 

（生活訓練） 

日数 170 127 194 131 221 91

利用者数 10 7 12 7 14 5

就労移行支援 
日数 200 198 200 171 220 154

利用者数 10 11 10 11 11 9

就労継続支援 

（Ａ型） 

日数 2,456 2,471 2,555 2,585 2,657 2,472

利用者数 124 116 133 123 142 117

就労継続支援 

（Ｂ型） 

日数 6,623 6,454 6,955 6,864 7,302 7,337

利用者数 376 348 402 372 430 393

就労定着支援 利用者数 － 1 － 1 － 2

療養介護 利用者数 45 43 45 44 45 46

短期入所 
日数 320 247 320 246 320 208

利用者数 80 50 80 49 80 37

生活介護は、介護度が高い障がい者や就労系のサービス利用が困難になった方が移

行する傾向があり、日数・利用者ともに増加しています。 

就労系サービスはニーズの高まりを受けて利用者数が増加しています。 
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  （各年度末現在 単位：人/月） 

③居住系サービス 

サービス種別 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込 

共同生活援助 

(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ) 
利用者数 160 174 163 177 167 159

宿泊型自立訓練 利用者数 10 11 8 10 7 4

施設入所支援 利用者数 234 252 230 249  226 245

自立生活援助 利用者数 － 0 － 0 － 0

共同生活援助は、在宅生活ができなくなった利用者や長期入院患者等の地域移行の

受け皿として必要性が高まっています。 

施設入所支援は、重度心身障がい者等、在宅での支援が困難な方の入所希望があり 

ます。 

 
（各年度末現在 単位：人/月） 

④相談支援サービス  

サービス種別 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込 

計画相談支援 利用者数 202 189 216 244 232 265

地域移行支援 利用者数 6 0 6 0 6 0

地域定着支援 利用者数 2 0 2 0 2 0

平成 24 年度から、障がい福祉サービス利用申請の際に「サービス等利用計画」の

作成が必要となり、計画相談支援サービスの利用が伸びてきています。 

現在は、サービス等利用計画の作成が定着し、相談支援専門員がほぼすべてのサー

ビス利用者を担当する体制が確立しました。 

  



 

16 

 

3 地域生活支援事業の見込み量に対する達成状況            

 

●地域生活支援事業は市町村事業であり、地域の特性や利用者の実情に応じて、効果

的・効率的に事業を展開しているものです。 

●各サービスの達成状況は次のとおりです。 

 （各年度末現在 単位：日数、人/月） 

 

 

 

  

①理解促進研修・啓発事業（障がい特性に対する理解を深めるための研修・啓発） 

内容 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

理解促進研修・啓発事業 回数 2 1 3 1 3 1

②自発的活動支援事業（障がい者等、その家族、地域住民等による講演会等の自発的な取り組み） 

内容 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

自発的活動支援事業 

実施団体 1 1 2 1 2 1

回数 1 1 2 1 2 1

③相談支援事業（相談支援事業所に相談支援に関する業務を委託） 

内容 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

基幹相談支援センター 設置箇所 1 1 1 1 1 1

相談支援事業 実施箇所 9 9 9 9 9 9

相談支援強化事業 実施箇所 2 2 2 2 2 2

住宅入居等支援事業 実施箇所 1 0 1 0 1 0

 

④成年後見制度支援事業（申立ての費用や後見人報酬の全部または一部を補助する制度） 

内容 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

成年後見制度利用支援

事業 
利用者数 2 2 2 0 2 3
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⑤意思疎通支援事業（意思疎通を図るための支援） 

内容 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

手話奉仕員・要約筆記

等派遣事業 

実施箇所 1 1 1 1 1 1

利用者数 17 18 18 19 18 12

手話通訳者設置事業 設置箇所 1 1 1 1 1 1

入院時コミュニケー

ション支援事業 

実施箇所 2 0 2 0 2 0

利用者数 3 0 3 0 3 0

⑥日常生活用具給付等事業（身体や知的の障がいのある方の生活を容易にするための用具給付） 

内容 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

介護・訓練支援用具 給付件数 5 3 5 3 5 2

自立生活支援用具 給付件数 8 8 8 8 8 8

在宅療養等支援用具 給付件数 18 9 18 8 18 22

意思疎通等支援用具 給付件数 20 18 20 20 20 18

排泄管理支援用具 給付件数 3,315 3,432 3,381 3,500 3,449 3,409

居宅生活動作補助用

具（住宅改修） 
給付件数 6 1 6 5 6 2

⑦手話奉仕員養成研修事業（手話奉仕員を養成するための研修業務を委託） 

内容 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

手話奉仕員養成研修

事業 

実施箇所 1 1 1 1 1 0

受講者数 11 11 11 11 11 0

⑧移動支援事業（社会参加や屋外での移動困難者に対する外出支援） 

内容 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

移動支援 

実施箇所 5 5 6 5 7 6

利用者数 80 37 80 33 85 39

延べ 

利用時間 
1,300 1,135 1,300 1,180 1,400 1,294
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⑨地域活動支援センター事業（在宅障がい者に対する小規模な機能訓練・社会適応訓練の場） 

内容 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

市内利用 

実施箇所 4 4 4 4 4 4

利用者数 260 288 280 286 300 290

他市町村利用 

実施箇所 3 3 3 3 3 5

利用者数 3 4 3 4 3 6

⑩その他事業                      

ア）訪問入浴サービス事業（訪問により居宅において入浴サービスを提供） 

内容 単位 

30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

訪問入浴 

委託先 4 4 4 4 4 3

利用者数 20 12 21 11 21 8

イ）日常生活支援事業（障がい特性に応じた、日常生活上必要な訓練・指導などを行う） 

内容 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

知的障がい者等生活

訓練事業 

実施箇所 1 1 1 1 1 1

利用者数 30 23 30 26 30 24

視覚障がい者生活訓

練事業 

実施箇所 1 1 1 1 1 0

利用者数 55 48 56 47 58 0

聴覚障がい者等生活

支援事業 

実施箇所 1 1 1 1 1 1

利用者数 20 20 20 20 20 9

音楽療法・早期療育事

業 

実施箇所 3 2 3 3 3 4

利用者数 870 396 870 500 870 416

精神障がい者社会訓

練事業 

実施箇所 8 7 8 7 8 7

利用者数 800 806 800 655 800 366
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ウ）日中一時支援事業（介護者の一時的休息や就労支援のための、日中の一時預かりの場） 

内容 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

日中一時支援 

実施箇所 11 11 11 11 12 11

利用者数 88 64 90 59 92 68

 

エ）巡回支援専門員整備事業（特別な支援を必要とする児童への支援等のため、市内の園への定期巡回

相談等を行い早期療育の推進を図る） 

内容 単位 

30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

巡回支援専門員整備

事業 

実施箇所 1 1 1 1 1 1

巡回回数 70 76 70 67 70 70

 

オ）レクリエーション活動等支援事業（レクリエーションやスポーツに親しむ場の提供） 

内容 単位 

30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ教室

等開催 
実施箇所 3 3 3 3 3 0

 

カ）芸術文化活動振興事業（芸術文化等に親しむ場の提供） 

内容 単位 

30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

障がい者ふれあい事

業 

実施箇所 1 1 1 1 1 1

利用者数 210 193 215 229 220 230

障がい者福祉まつり

開催 

実施箇所 1 1 1 1 1 0

利用者数 2,000 1,800 2,000 1,800 2,000 0

 

キ）点字・声の広報発行事業（広報の点訳や声の広報の発行） 

内容 単位 

30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

点字・声の広報等発行 

実施団体 2 2 2 2 2 2

利用者数 20 19 20 19 20 19
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ク）知的障害者職親委託事業（登録事業主のもとで、生活指導・技能習得訓練を実施） 

内容 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

職親委託      

委託先 4 3 4 3 4 3

利用者数 5 4 5 3 5 3
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第３章 第６期における成果目標の設定とサービスの見込み量 

 

１ 第６期計画における成果目標                   

 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

 

●国の方針では、福祉施設から地域生活への移行促進の成果目標として「令和元年度

末時点の施設入所者の 1.6％以上を削減」すること、「令和元年度末時点の施設入

所者の 6％以上を地域生活へ移行」することが目標として設定されています。 

 

●福祉施設の入所者数について、本人及び介護者の高齢化、障がいの重度化などによ

り、施設入所の新たなニーズが発生してくることが予想されますが、国の指針に合

わせ、令和元年度末と比較して 1.6％の削減となる 4 人の削減を目標とします。 

 

●地域生活への移行者数として、令和元年度末の施設入所者数 249 人を基準とし、

国の方針どおり 6％を目標数値とすると、３か年で施設入所者の 15 人を地域移行

させる目標となり、地域のニーズや実態と大きくかけ離れています。過去の実績推

移等から、地域の実情に合わせた目標として、10 人（4％相当）を地域生活へ移行

する目標人数と設定します。 

 

●以上のような状況を踏まえ、令和５年度末までの施設入所者の地域移行に関する目

標を次のとおり設定します。 
項   目 目標数値 備   考 

令和２年３月末時点入所者数（Ａ） 249 人 令和元年度末の障がい福祉施設入所者数 

令和５年度末の入所者数（Ｂ） 245 人 

令和元年度末入所者数   249 人 

令和２年度末入所見込者数 249 人 

令和５年度末入所見込者数 245 人 

【目標値】 

削減見込（Ａ）－（Ｂ） 

＊（Ａ）の 1.6％以上削減を目標 

４人 

令和５年度までに、施設を退所する者の人

数（国の指針:令和元年度末入所者の 1.6％

以上削減） 

【目標値】 

地域生活移行者数 

＊過去の実績推移等の地域の実情 

による目標 （Ａ）の４％相当） 

 10 人 

令和５年度までに、施設を退所し地域移行

する者の人数（国の指針:令和元年度末入

所者の 6％以上削減） 

 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

●精神障がい者および保健・医療・福祉に携わる者を含む様々な関係者が情報共有や

連携を行う体制を構築できるように、保健・医療・福祉関係者による協議の場の設

置について、岩手県及び一関地区障害者地域自立支援協議会や関係機関との検討を

進め、令和３年度末までに協議の場の設置を進めます。 
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 項   目 目標 備   考 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築 

（令和３年度末までに協議の場を設置）

設置 
国の指針に基づき、圏域（一関市・平泉町）

での協議の場の設置に向けて検討 

 

 

（3）福祉施設から一般就労への移行等 

 

●国の方針では、福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて福祉施設か

ら一般就労へ移行する利用者の人数を、令和５年度末には「令和元年度実績の 1.27

倍以上」とすることが目標として設定されています。 

 

●就労移行支援事業については「令和元年度の一般就労への移行実績の 1.30 倍」と

することが目標に設定されており、就労継続支援事業Ａ型事業については「令和元

年度の一般就労への移行実績の概ね 1.26 倍以上」、就労継続支援事業Ｂ型事業に

ついては「令和元年度の一般就労への移行実績の概ね 1.23 倍以上」を目指すこと

が基本とされています。 

 

●就労定着支援事業の利用者数については、「令和 5 年度における就労移行支援事業

等における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、７割が就労

定着支援事業を利用すること」、就労移行支援事業の利用者の定着率（過去 3 年間

の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労定着者数の割合）が、8 割

以上の事業所を全体の 7 割以上と設定しています。 

 

●以上のような状況を踏まえ、令和５年度末における福祉施設から一般就労への移行

に関する目標数値を次のとおり設定します。 
項   目 目標数値 備   考 

令和元年度における一般就労移行者数

（Ａ） 
６人 

令和元年度において障がい福祉施設を退

所し、一般就労した者の数 

【目標値】 

令和 5年度末の一般就労移行者数 ９人 

令和 5 年度において障がい福祉施設を退

所し、一般就労する者の数。 

（国の指針：(Ａ)の 1.27 倍以上） 

令和元年度に就労移行支援事業から一般就

労に移行した者の数（Ｂ） 
３人 

令和元年度に就労移行支援事業から一般

就労に移行した者の数 

【目標値】 

令和 5年度に就労移行支援事業から一般就

労に移行した者の数 

４人 国の指針：(Ｂ)の 1.30 倍以上 

令和元年度に就労継続支援Ａ型事業から

一般就労に移行した者の数（Ｃ） 
１人  

【目標値】 

令和 5年度に就労継続支援Ａ型事業から一

般就労に移行した者の数 

２人 国の指針：(Ｃ)の 1.26 倍以上 

令和元年度に就労継続支援Ｂ型事業から一

般就労に移行した者の数（Ｄ） 
２人  

【目標値】 

令和 5年度に就労継続支援Ｂ型事業から一

般就労に移行した者の数 

３人 国の指針：(Ｃ)の 1.23 倍以上 
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【目標値】 

一般就労に移行した者のうち就労定着支援

事業を利用した者の割合 

70％ 

国の指針：令和５年度末における就労移

行支援事業等を通じて一般就労に移行す

る者のうち、７割が就労定着支援事業を

利用 

【目標値】 

就労定着率が８割以上の就労定着支援事業

所の割合 

70％ 

国の指針：就労定着支援事業の就労定着

率（過去３年間の就労定着支援の総利用

者数のうち前年度末時点の就労定着者数

の割合）が８割以上の事業所が全体の７

割以上 

 

 

（４）地域生活支援拠点等の整備 

 

●障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、相談、緊急時の受け入れ・対

応等の必要な機能を備えた地域生活支援拠点等の整備が国から示されています。当

地域における整備手法や必要な機能について、一関地区障害者地域自立支援協議会

や関係機関との検討を進め、計画の最終年までの整備に向けて取り組みます。 
 項   目 目標数値 備   考 

地域生活支援拠点等の令和５年度末まで

の整備か所数 
１か所 

国の指針に基づき、圏域（一関市・平泉

町）で１か所整備に向けて検討 

地域生活支援拠点等の運用状況の検証及

び検討回数 
１回 

機能の充実のため、年１回以上運用状況

を検証及び検討を実施 

 

 

（5）相談支援体制の充実・強化等 

 

●国の方針では、令和 5 年度末までに、各市町村または各圏域において、総合的・専

門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保するこ

とが目標として設定されています。当地域では既に基幹相談支援センターが設置さ

れていますので、今後は基幹相談支援センターと連携を図りながら、当地域におけ

る相談支援体制の充実強化に向けて取り組みます。 
 項   目 目標数値 備   考 

地域の相談支援体制の強化を実施する体

制の確保 
1 か所 地域における相談支援体制の充実強化 

 

 

（6）障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 

●近年、障がい福祉サービス等の多様化、サービス事業所の増加に伴い、より一層、

事業者が利用者に対して真に必要とするサービスを適切に提供することが求められ

ていることから、国の方針では、令和 5 年度末までに、市町村において、サービス

の質の向上を図るための取組みに係る体制を構築することが目標として設定されて

います。 

  市では、令和 3 年度から障害者自立支援審査支払等システムの審査結果について事

業者と情報共有し、サービスの質の向上に向けて取り組みます。 
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 項   目 目標 備   考 

障がい福祉サービス等の質を向上させる

ための取組に係る体制の構築 
構築 

事業者との障害者自立支援審査支払等シ

ステムの審査結果の共有 

 

 

（7）目標達成に向けた今後の取組み 

 

●地域生活への移行、就労支援等の推進にあたっては、福祉・労働・教育・医療等の

分野を超えた総合的な取り組みが不可欠です。取り組みを振り返り、不足している

こと改善できることを改めて確認する場として、一関地区障害者地域自立支援協議

会の専門部会を中心に、公共職業安定所や特別支援学校、企業、医療機関等との連

携を強化し情報の共有化や地域ネットワークの構築を図ります。 

 

●介護保険分野との連携が非常に重要となるため、介護保険制度利用に向けた課題解

決のほか、支援事業者対象の合同研修や事例検討など、連携強化に向けた取り組み

を積極的に推進します。 

 

●地域社会の障がい者に対する理解促進が重要であることから、市民への啓発や広報

活動を積極的に行い、地域協同の取り組みにつながるように努めます。 

 

●福祉施設入所者等の地域移行に関する実態を把握するため、一関地区障害者地域自

立支援協議会や福祉施設、医療機関等の関係機関と連携しながら定期的な意向確認

に努め、ニーズを共有化することで具体的な事業展開に向けた取り組みを積極的に

推進します。 

 

●地域移行後の生活の場としてグループホームの充実を図るとともに、地域移行後の

安心した生活を支援するため、相談支援体制の整備と充実を図ります。 

 

●就労支援については、職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援や職場定着を図

るための障害者就業・生活支援センターの支援を積極的に推進します。 

 

●市では、「一関市障害者就労施設等優先調達方針」を策定しており、毎年度調達目

標額を設定して全庁的に市内の障害者就労施設からの優先調達の推進に取り組んで

います。今後も就労施設等における工賃向上や障がい者の経済的な自立に向けて、

福祉的就労の充実を支援します。 
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2 障がい福祉サービスの見込み量とサービス確保のための方策      

 

【見込み量】 

障がい福祉サービスの見込み量は、平成 30 年度から令和 2 年度までの利用実績や増

減傾向を踏まえ算出しています。 

 

（１）訪問系サービス 

●訪問系サービスについては、需要の動向や制度に関する情報を適切に把握し、事業

者に対する情報の提供などを通じてサービス提供体制の整備に努めます。 
                     （各年度末現在 単位：時間、人） 

サービス種別 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

居宅介護・重度訪

問介護・行動援

護・重度障害者等

包括支援・同行援

護 

時間 ３，００７ ３，２８４ ３，６０７

利用者数 ２１０ ２１５ ２２０

 

（２）日中系サービス 

●日中活動系サービスについては、利用者の状態像の把握を通じて、利用者が適切な

サービスを利用することができるよう連絡調整体制の整備に努めます。 
（各年度末現在 単位：日数、人） 

サービス種別 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

生活介護 
日数 ７，２７４ ７，３４７ ７，４２０

利用者数 ３９７ ４１０ ４２２

自立訓練 

（機能訓練） 

日数 ２１ ２１ ２１

利用者数 ２ ２ ２

自立訓練 

（生活訓練） 

日数 １３３ １３３ １３３

利用者数 １１ １１ １１

就労移行支援 
日数 １８３ １９０ １９８

利用者数 ３４ ３８ ４１

就労継続支援 

（Ａ型） 

日数 ２，５８５ ２，７１４ ２，８５０

利用者数 １３２ １３９ １４７

就労継続支援 

（Ｂ型） 

日数 ６，８２２ ７，２３２ ７，６６６

利用者数 ４０３ ４３１ ４６１

就労定着支援 利用者数 ２ ２ ２

療養介護 利用者数 ４６ ４６ ４６

短期入所 
日数 ２４９ ２５３ ２５９

利用者数 ８７ ８７ ８７
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（３）居住系サービス 

●居住系サービスについては、既存の事業所による安定したサービス提供を支えると

ともに、需要動向の適切な把握に努めます。 
                                                               （各年度末現在 単位：人） 

サービス種別 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

共同生活援助 
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ) 

利用者数 １７７ １８１ １８５

宿泊型自立訓練 利用者数 １１ １１ １１

施設入所支援 利用者数 ２５１ ２４８ ２４５

自立生活援助 利用者数 １ １ １

 

（４）相談支援 

●計画相談支援については、すべての利用者に定着したことから、サービス等利用計

画の質の向上が図られるよう相談支援専門員との連携に努めます。 

（各年度末現在 単位：人） 

サービス種別 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

計画相談支援 利用者数 ２７７ ２８９ ３０２

地域移行支援 利用者数 ６ ６ ６

地域定着支援 利用者数 ２ ２ ２

 

（５）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

①保健・医療・及び福祉関係者による協議の場 

●保健・医療・及び福祉関係者による協議の場を設置し、精神障がいのある人が地

域の一員として、安心して自分らしい暮らしをすることができる環境づくりを推

進します。 

種別 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

保健・医療及び福祉関係者による協議の場の１年間
の開催回数 

― ３回 ３回

保健・医療及び福祉関係者による協議の場の参加者
数 

― ４０人/回 ４０人/回

保健・医療及び福祉関係者による協議の場における
目標設定及び評価の実施回数 

― １回 １回

※当圏域では協議の場が設置されていませんので、令和 3年度中の協議の場を設置することとし、

令和 4年度以降の目標を設定します。 
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 ②精神障がい者の相談支援、居住系サービスの利用 

  ●現在の実績をもとに、精神病床に入院している精神障がいのある人の地域移行が

進むことを見込んで、相談支援、居住系サービスの見込量を設定します。 

種別 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

精神障がい者の地域移行支援の利用者数 ２人 ２人 ２人

精神障がい者の地域定着支援の利用者数 １人 １人 １人

精神障がい者の共同生活援助の利用者数 ５２人 ５４人 ５６人

精神障がい者の自立生活援助の利用者数 １人 １人 １人

 

（６）相談支援体制の充実・強化のための取組 

 ●基幹相談支援センターにおいて、地域の相談支援事業者への専門的な指導・助言、

人材育成の支援、関係機関との連携強化の取組みを実施します。 

種別 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的
な指導・助言件数 

５件 ５件 ５件

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 １０件 １０件 １０件

地域の相談機関との連携強化のための取組の実施回
数 

１５回 １５回 １５回

 

（７）障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組 

 ●利用者が真に必要とする障がい福祉サービスを提供していくための取組みとして、

岩手県が実施する障がい福祉サービス等に係る研修への一関市職員の参加を促進

するとともに、障害者自立支援審査支払等システムの審査結果を分析し、事業者と

の情報共有を進めます。 

種別 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

障がい福祉サービス等に係る各種研修の一関市職員
の参加人数 

１０人 １０人 １０人

障害者自立支援審査支払等システムの審査結果を分
析し、事業者と情報共有する場の開催回数 

１回 １回 １回
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（８）発達障がい者等支援の一層の充実 

 ●発達障がい者及び発達障がい児（以下「発達障がい者等」という。）の早期発見・

早期支援には、発達障がい者等及びその家族の支援が重要であることから、保護者

等が子どもの発達障がいの特性を理解し、必要な知識や方法を身に付け、適切な対

応ができるよう、ペアレントトレーニングやペアレントプログラム、ピアサポート

活動等の支援体制の充実を図ります。 

種別 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の
支援プログラムの受講人数 

２０人 ２０人 ２０人

ペアレントメンターの人数 ― ― １

ピアサポート活動への参加人数 ― ― ５

 

 

 

 

3 地域生活支援事業の見込み量とサービス確保のための方策       
 

【見込み量】 

地域生活支援事業の見込み量は、平成 30 年度から令和 2 年度までの利用実績や増減

傾向を踏まえ算出しています。 

 

①理解促進研修・啓発事業 

 ●障がい者が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」（コミュニケー

ション・建物の配慮・教育環境・固定観念など）の除去や、障がいの特性に対する

理解を深めるため、研修・啓発活動を実施し地域住民への働きかけを強化します。 
（各年度末現在 単位：日数、人/月） 

 

②自発的活動支援事業 

 ●障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等、

その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組み（社会活動支援地域住

民等に向けた講演会や研修会の開催も含む）を支援します。 

 

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

理解促進研修・啓発事業 回数 ２ ２ ２

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

自発的活動支援事業 

実施団体 １ １ １

回数 １ １ １
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③相談支援事業 

 ●障がい者や家族が、身近な地域において気軽に相談ができ、専門的な支援が受けら

れるよう、指定相談支援事業所に事業を委託するとともに、地域の相談支援の拠点

として基幹相談支援センターを設置し、支援が困難案事例への対応や相談支援事業

者への専門的な指導・助言を通じて相談支援の強化を図ります。 

 

 

⑤意思疎通支援事業 

 ●手話通訳者及び要約筆記者派遣事業は、社会福祉協議会や障がい者団体と連携し、

事業の広報に努めて登録者の増員を図るとともに、利用者のニーズに対応できる体

制の整備に努めます。 

手話通訳者設置事業として、一関市福祉事務所内に継続して障がい者相談員１名を

配置します。 

 

 

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ 設置箇所 １ １ １

相談支援事業 実施箇所 ９ ９ ９

相談支援強化事業 実施箇所 ２ ２ ２

住宅入居等支援事業 実施箇所 １ １ １

 

④成年後見制度利用支援事業 

 ●知的障がい者又は精神障がい者で、支援がなければ制度利用が困難である場合に、

申立て費用や後見人等の報酬の全部又は一部を助成する制度ですが、制度の周知

が不足しており相談件数も少ない状況です。地域包括支援センターや弁護士・司

法書士などの専門職団体、社会福祉協議会など関係機関と連携しながら事業の広

報・啓発を進め、障がい者の権利擁護を図ります。 

内容 単位 

3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

成年後見制度利用支

援事業 
利用者数 ２ ２ ２

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

手話奉仕員・要約筆記

等派遣事業 

実施箇所 １ １ １

利用者数 １７ １７ １７

手話通訳者設置事業 設置箇所 １ １ １

入院時コミュニケー

ション支援事業 

実施箇所 ２ ２ ２

利用者数 ３ ３ ３
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⑥日常生活用具給付事業 

 ●重度障がい者等に対し、排泄管理支援用具等の日常生活用具を給付することにより、

日常生活の便宜を図り、自立や社会参加が促進されるよう適切な給付に努めます。 

 

⑦手話奉仕員養成研修事業 

 ●手話に興味、関心のある方が受講しやすいよう、日程やカリキュラムについて検討

を進め人材育成に努めます。また、研修終了後においても手話サークル等で活動し

ていただくことにより手話の普及啓発を図ります。 

 

⑧移動支援事業 

●地域の障がい者の自立した生活や社会参加を図るため、外出が困難な障がい者の移

動について適切な支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

介護・訓練支援用具 給付件数 ５ ５ ５

自立生活支援用具 給付件数 １０ １０ １０

在宅療養等支援用具 給付件数 １０ １０ １０

意思疎通等支援用具 給付件数 ２０ ２０ ２０

排泄管理支援用具 給付件数 ３，４００ ３，４５０ ３，５００

居宅生活動作補助用
具（住宅改修） 

給付件数 ５ ５ ５

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

手話奉仕員養成研修

事業 

実施箇所 １ １ １

受講者数 １０ １０ １０

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

移動支援 

実施箇所 ５ ５ ５

利用者数 ２５ ２５ ２５

延べ 

利用時間 
１，０００ １，０００ １，０００
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⑨地域活動支援センター 

 ●障がい者の創作活動、生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進を図り、自立

した生活を支援するため、地域活動支援センター事業の充実に努めます。 

 

⑩その他の事業 

 ア）訪問入浴サービス事業 

  ●在宅で入浴することが困難な身体障がい者に対して、家庭に訪問して入浴サービ

スを提供するとともに、サービス提供事業所の確保に努めます。 

 

 イ）日常生活支援事業 

  ●障がい特性に応じ、自立生活に必要な訓練事業や早期療育事業を、関係団体と連

携して実施します。 

   在宅の精神障がい者が気軽に集える、社会参加に向けた訓練の場を提供します。 

 

 

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

市内利用 

実施箇所 ４ ４ ４

利用者数 ３００ ３００ ３００

他市町村利用    

実施箇所 ３ ３ ３

利用者数 ３ ３ ３

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

訪問入浴 

実施箇所 ３ ３ ３

利用者数 ８ ９ １０

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

知的障がい者等生活

訓練事業 

実施箇所 １ １ １

利用者数 ２４ ２５ ２５

視覚障がい者生活訓

練事業 

実施箇所 １ １ １

利用者数 ４５ ４５ ４５

聴覚障がい者等生活

支援事業 

実施箇所 １ １ １

利用者数 ２０ ２０ ２０

音楽療法・早期療育事

業 

実施箇所 ３ ３ ３

利用者数 ３５０ ３５０ ３５０

精神障がい者社会訓

練事業 

実施箇所 ８ ８ ８

利用者数 ８００ ８００ ８００



 

32 

 

 ウ）日中一時支援事業 

  ●障がい者の日中に活動する場を確保し、家族の就労支援や一時休息等のために利

用できるよう、サービス提供事業所の確保に努めます。 

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

日中一時支援    

実施箇所 １１ １１ １１

利用者数 ６３ ６４ ６５

 

 エ）巡回支援専門員整備事業 

  ●巡回支援専門員（幼児期特別支援コーディネーター）が、特別な支援を必要とす

る児童への支援内容の充実を図るため、市内の保育園等への定期巡回相談を行い、

専門家チームや関係機関との連携を強化し、児童の早期療育の推進を図ります。 

内容 単位 

3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

巡回支援専門員整備

事業 

実施箇所 １ １ １

利用者数 ７０ ７０ ７０

 

 オ）レクリエーション活動等支援事業 

  ●岩手県障がい者スポーツ大会への参加を支援するほか、障がい種別に応じたスポ

ーツ教室やレクリエーションを開催し、障がい者にスポーツを親しむ機会を提供

します。 

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ教室

等開催       
実施箇所 ３ ３ ３

 

  

カ）芸術文化活動振興事業 

  ●障がい者ふれあい交流施設「サン・アビリティーズ一関」の事業の充実を図り、

利用者の声を反映させながら、障がいの有無に関わらず、誰もが楽しく交流がで

きる機会を提供します。 

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

障がい者ふれあい事

業 

実施箇所 １ １ １

利用者数 ２２５ ２３０ ２３５

障がい者福祉まつり

開催 

実施箇所 １ １ １

利用者数 ２，０００ ２，０００ ２，０００
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 キ）点字・声の広報発行事業 

  ●視覚障がい者のニーズを把握し、広報の点訳や声の広報を継続します。 

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

点字・声の広報等発行 

実施箇所 ２ ２ ２

利用者数 ２０ ２０ ２０

 

 ク）知的障害者職親委託事業 

  ●市に登録された職親との連携を強化し、職親の下で生活指導や技能習得訓練を受

けている知的障がい者の地域移行や一般就労に向けて支援していきます。 

内容 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

職親委託 

実施箇所 ３ ３ ３

利用者数 ４ ４ ４
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 参 考  

  

○訪問系 サービス内容 

居宅介護 ヘルパーが自宅での入浴・排泄及び食事の介助や家事援助を行う。 

重度訪問介護 
重度の障がい者で常時介護を必要とする方に自宅での入浴、排泄及び食事の
介助や外出時の移動の介護を行う。 

同行援護 
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提
供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行う。 

行動援護 
知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で常に介護が必要な方に、行動
するときに必要な支援や介護を行う。 

重度障害者等 
包括支援 

重度の肢体不自由で常時介護が必要な障がいのある方に、居宅介護等の複数
のサービスを行う。 

○日中系 サービス内容 

生活介護 
常に介護が必要な方に、施設での入浴、排泄、食事の介護および創作的活動
などの機会を提供する。 

自立訓練 
（機能訓練） 

身体に障がいのある方が、地域で生活するために必要な身体機能や生活能力
の向上を計るための支援を行う。 

自立訓練 
（生活訓練） 

知的障がいや身体障がいのある方が自立した生活を送れるよう日常生活に
関する訓練、助言や相談の支援を行う。 

就労移行支援 
障がいのある方が一般就労を希望する場合に、就労に必要な機能及び能力向
上のための訓練等の支援を行う。 

就労継続支援 A 型 
雇用契約に基づき、生産活動等の機会を提供するほか、就労に必要な知識及
び能力の向上のための訓練等の支援を行う。 

就労継続支援 B 型 
生産活動等の機会を提供するほか、就労に必要な知識及び能力向上のための
訓練等の支援を行う。 

就労定着支援 
就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の
支援を行う。 

療養介護 
医療と介護が必要な障がいがある方に、医療機関での機能訓練、療養上の管
理及び看護等を行う。 

短期入所 
自宅で障がいのある方を介護する人が病気などの場合、短期間、施設に入
所して、入浴、排泄及び食事などの介護を行う。 

○居住系 サービス内容 

共同生活援助 
（グループホーム） 

地域にある共同生活を行なう居住で、夜間や休日において相談や日常生活
の支援を行う。 

宿泊型自立訓練 
知的障がいや精神障がいのある方に、宿泊により食事などの日常生活能力を
向上させる訓練や、相談支援を行う。 
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施設入所支援 
施設に入所に入所した障がい者に対して、主に夜間において、入浴、排せつ
及び食事の介護や、生活に関する相談支援を行う。 

自立生活援助 
施設入所支援や共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）等を利用していた障がい者で、
一人暮らしへの移行を希望している方に、定期的な巡回訪問や随時の対応
により、円滑な地域生活に向けた・相談・助言等を行う。   

 

 

○相談支援 サービス内容 

計画相談支援（児・

者） 

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められ
る場合に、障がい者（児）の自立した生活を支え、障がい者（児）の抱え
る課題の解決や適切なサービス利用に向けて、面談等によりきめ細かく支
援を行う。 

地域移行支援 
障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する 18 歳以上の者等
を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同
行支援、住居確保、関係機関との調整等を行う。 

地域定着支援 
居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保
し、緊急時には必要な支援を行う。 

 

 

 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部 

第２期障がい児福祉計画 
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第１章 第２期障がい児福祉計画について 

 

1 基本方針 

 

●一関市障がい児福祉計画は、児童福祉法第 33 条の 20 第１項に基づく「市町村障

害児福祉計画」として、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制を整備し、

障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための計画として策定するものであり、

「第２期障がい児福祉計画」として、「第６期障がい福祉計画」と一体的に策定しま

す。 

●具体的な目標値や必要なサービスの見込み量については、国の「障がい福祉サービ

ス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に基づき、

地域の実情を勘案しながら設定します。 

 

2 基本的理念 

 

●市では、本計画と関連する「一関市子ども・子育て支援事業計画」において基本理

念を「子育てに喜びを感じ、家族の絆と地域と地域で支え合うまちづくり」と明確

にしています。それを踏まえながら、障がい児及びその家族に対する支援について、

障がい児本人にとって最善の利益を考慮しながら、健やかな育成を支援するため、

次の点に配慮して計画の策定にあたります。 

 

（１）障がい児支援の提供体制の構築 

 

●障がい児及びその家族に対し、発達が気になる段階から継続的な支援を行うととも

に、障害児通所支援及び障害児相談支援などの必要なサービスが身近な地域で提供

できるように、地域における支援体制の充実を図ります。 

●障がい児及びその家族が、各ライフステージごとに障がい児本人にとって最善のサ

ービスを身近な地域で受けられるよう、地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教

育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体

制の整備を進めます。 

●障がい児が福祉サービスを利用することで、障がいの有無にかかわらず、全ての児

童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容（インクルージョン）を推進し

ます。 

●特別な支援が必要な、重症心身障がい児や医療的ケア児の支援を進めるため、その

人数やニーズの把握に努めるとともに、保健、医療、障がい福祉、教育等の関係機

関と連携を図りながらサービス提供体制の整備に努めます。 
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第２章 第１期障がい児福祉計画の実績について 

 

1 令和 2 年度末における成果目標に対する達成状況          

 

（１）児童発達支援センターの設置 

 

●国の方針では、令和２年度末までに児童発達支援センターを各市町村に少なくとも

１か所以上設置することを基本としており、市では平泉町や関係機関と連携を図り

ながら、圏域での設置に向けて検討を進めましたが、施設の設備基準など様々な課

題の解決が必要なため、設置には至りませんでした。 
項   目 目標数値 実績見込 備   考 

児童発達支援センターの設置 1 か所 未設置 

令和２年度末までに圏域（一関

市・平泉町）で１か所整備に向け

て検討 

 

 

（2）保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

 

●国の方針では令和２年度末までにすべての市町村において、保育所等訪問支援を利

用できる体制を構築することを基本としていました。当市においては、保育所等訪

問支援を利用できる事業所が２か所設置されており、目標を達成していますので、

引き続き事業所継続について支援します。 
項   目 目標数値 実績見込 備   考 

保育所等訪問支援を利用できる

体制の構築 
2 か所 2 か所 

令和２年度末までに、すべての市

町村において、保育所等訪問支援

を利用できる体制を構築 

 

 

（3）重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービスの確保 

 

●国の方針では、令和２年度末までに主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援

事業所及び課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも 1 か所以上確保する

ことを基本としていました。当市では、既に１か所の事業所で設置されており、目

標を達成しておりますので、引き続き事業所継続について支援します。 
項   目 目標数値 実績見込 備   考 

重症心身障がい児を支援する児

童発達支援及び放課後等デイサ

ービスの確保 

1 か所 1 か所 

令和２年度末までに、すべての市

町村において、主に重症心身障が

い児を支援する児童発達支援事業

所及び放課後等デイサービス事業

所を少なくとも１か所以上確保 
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（4）医療的ケア児支援のための協議の場の設置 

 

●国の方針では医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成 30 年度末まで

に、県、各圏域、各市町村において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関

係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本としていました。当市で

は、平成 31 年 3 月に平泉町とともに一関地区障害者地域自立支援協議会こども部

会を圏域における協議の場として設置しました。今後、具体的な支援策について関

係機関等と協議を進めます。 
項   目 目標数値 実績見込 備   考 

医療的ケア児に対する協議の場

の設置 
1 か所 1 か所 

平成３０年度末までに圏域（一関

市・平泉町）での設置に向けて検

討 
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2 障がい児福祉サービスの見込み量に対する達成状況          

 

●障がい児を対象とした福祉サービスは、児童福祉法に基づいて提供され、市町村では

障がいの特性や年齢、保護者の状況などを踏まえて、障害児通所支援等のサービスを提

供しています。 

 

●各サービスの達成状況は次のとおりです。 

（各年度末現在 単位：日数・人/月） 

サービス種別 単位 
30 年度 元年度 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績見込

児童発達支援 

日数 315 247 318 212 321 225

利用者数 131 105 132 94 133 88

放課後等デイサー

ビス 

日数 1,616 1,592 1,940 1,621 2,328 1,777

利用者数 159 162 190 163 226 179

保育所等訪問支援 

日数 24 22 25 22 26 26

利用者数 24 22 25 21 26 24

障害児相談支援 利用者数 43 66 48 69 53 72

居宅訪問型児童発

達支援 
利用者数 - 0 - 0 - 0

 児童発達支援の利用日数については、計画より少ない実績となっていますが、市担当

課や事業所と連携を図りながら、支援の必要な児童が確実に利用できるよう調整を図っ

ております。今後、より多くの児童が利用できるよう、提供体制の充実が必要となって

います。 

放課後等児童デイサービスについては、年々ニーズの高まりとともに利用者数が大き

く伸びていますが、事業所の所在が一関地域に偏在していることから、障がい児とその

保護者が利用しやすい環境の整備が必要です。 
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第３章 第２期における成果目標の設定とサービスの見込み量 

 

1 第２期計画における成果目標                      

  

（１）児童発達支援センターの設置 

 

●第１期計画における国の方針では、令和２年度末までに児童発達支援センターを各

市町村に少なくとも１か所以上設置することを基本としていましたが、当圏域にお

いては設置には至りませんでした。 

第 2 期計画においても、国県の制度等の情報収集を図り、社会資源の掘り起こしや

働きかけを行うとともに、一関地区障害者地域自立支援協議会をはじめとする関係

機関との連携を図りながら、圏域での設置に向けて引き続き検討します。 
項   目 目標数値 備   考 

児童発達支援センターの設置 1 か所 
国の指針に基づき、圏域（一関市・平泉町）

で１か所整備に向けて検討 

※児童発達支援センター 

   施設の有する児童発達支援の専門機能を生かし、地域の障害児やその家族への相

談、障害児を預かる施設への援助・助言を合わせて行う、地域の中核的な療育支

援施設。 

 

 

（2）保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

 

●国の方針では令和５年度末までにすべての市町村において、保育所等訪問支援を利

用できる体制を構築することを基本としています。 

当市では、保育所等訪問支援を利用できる事業所が２か所あり、目標を達成してい

ますので、事業所継続について引き続き支援します。 
項   目 目標数値 備   考 

保育所等訪問支援を利用できる体

制の構築 
2 か所 

２か所整備済み 

（事業所継続に向けて支援していく） 

 

 

（3）重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービスの確保 

 

●国の方針では令和５年度末までに主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援 

事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも 1 か所以上確保す

ることを基本としています。 

当市では、重症心身障がい児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービスを

利用できる事業所が１か所あり、目標を達成していますので、事業所継続について

引き続き支援してまいります。 
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項   目 目標数値 備   考 

重症心身障がい児を支援する児童

発達支援及び放課後等デイサービ

スの確保 

1 か所 
１か所整備済み 

（事業所継続に向けて支援していく） 

 

 

（4）医療的ケア児支援のための協議の場の設置及びコーディネーターの配置 

 

●国の方針では医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、令和５年度末まで 

に、県、各圏域、各市町村において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関

係機関等が連携を図るための協議の場を設けること、及び医療的ケア児に関するコ

ーディネーターを各市町村に配置することを基本としています。 

当市では、平成 31 年３月に平泉町とともに一関地区障害者地域自立支援協議会こ

ども部会を圏域における協議の場として設置しましたので、今後、具体的な支援策

について関係機関等との協議を進めます。また、医療的ケア児に関するコーディネ

ーターの配置については、市単独での配置に向けて取り組みます。 
項   目 目標数値 備   考 

医療的ケア児支援のための協議の

場の設置 
1 か所 

一関地区障害者地域自立支援協議会こども部

会を協議の場として設置済み 

（今後、具体的な支援策について関係機関等

との協議を進める） 
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2 障がい児福祉サービスの見込み量とサービス確保のための方策     

 

【見込量】 

障害児通所支援等のサービス見込み量は、平成 30 年度から令和 2 年度までの利用実

績や増減傾向を踏まえて算出しています。 

 

（１）障害児通所支援 

 

●児童発達支援は、乳幼児健診や各種事業から早期療育が望ましい児童を把握し、サ

ービス利用につながるよう関係機関との連携を強化していきます。 

●放課後等デイサービスは、児童の状態像を把握し、適切なサービスを受けることで

放課後や長期休暇における療育の場を確保できるよう関係機関と調整していきます。 

●保育所等訪問支援は、児童が安定して保育所等へ通えるように訪問支援の受け入れ

体制を支援します。 

●障がい児の計画相談支援は、すべての児童に定着するよう相談支援専門員との連携

に努めます。 

●居宅訪問型児童発達支援は、平成 30 年度に新設された事業で、重度の障害等によ

り外出が困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与等の支援を行う事業です。今後、市内におけるニーズの把握を進め

るとともに、必要な方が利用できるよう関係機関とともに検討を進めます。 

 

（各年度末現在 単位：日数・人/月） 

サービス種別 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

児童発達支援 

日数 ２１６ ２１６ ２１６

利用者数 ８４ ８４ ８４

放課後等デイサー

ビス 

日数 １，７６１ １，８２４ １，８８９

利用者数 １７７ １８７ １９７

保育所等訪問支援 

日数 ２５ ２５ ２５

利用者数 ２４ ２４ ２４

障害児相談支援 利用者数 ７４ ７６ ７８

居宅訪問型児童発

達支援 ※ 
利用者数 ― ― ― 

 ※現時点で当圏域内に対応できる事業所はなく、市で支給決定した実績もないことから、見込み量設定

は未定です。 
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（２）医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 

 

●国の方針では医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、医療的ケア児支援の

ための協議の場の設置及び医療的ケア児に関するコーディネーターを各市町村に配

置することを基本としています。市では、県が主催する養成研修へ保健師や保育士

など受講資格を持つ職員を派遣し、コーディネーターの設置を進めます。 

 

サービス種別 単位 
3 年度 4 年度 5 年度 

計画 計画 計画 

医療的ケア児に関するコーデ

ィネーターの配置 
配置人数 １ １ １



 

44 

 

 参 考  

  

○障害児通所支援 サービス内容 
児童発達支援 

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ 

の適応訓練等の支援を行う。 

医療型児童発達支援 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的な支援が必要な

児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集

団生活への適応訓練等の支援を行う。 

放課後等デイサービス 
学校通学中の児童に、生活能力向上のための訓練等を提供し自立を促

進するとともに、放課後等の居場所づくりを支援する。 

保育所等訪問支援 
保育所等を訪問し、障がいのある児童や保育所等の職員に対して、児

童が集団生活になじめるように専門的な助言を行う。 

居宅訪問型児童発達支援 

重度の障がいがあり、児童発達支援等のサービスを利用するために外

出することが著しく困難な障害のある児童を対象に、事業所の支援員

が児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識

技能の付与等の支援を行う。 
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